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教育研究評議会議事録（第１９４回） 
 
日 時：令和２年 ９月２４日（木） １５時００分～１６時４８分 
場 所：事務局第一会議室 
出席者：小川、藤代、喜多、水野、佐々木、比屋根、藪、宮本、山本（欣）、山本（昭）、 

宇佐美、八代、倉島、上村、田代、佐藤（繁）、関野、伊藤、横山、松岡、丸山、

境野、鎌田、清水、長田、船﨑、村上、山下 
欠席者：大石 

 
配付資料 

 
 
議事に先立ち、前回議事録について原案のとおり議事録を確定することとした。 
 
議 題 
１．教員の懲戒に係る審査について 

学長から、教員の懲戒について審議する旨が述べられ、次いで、人事課長から事案内

容、経緯及び懲戒審査手続等について説明の後、佐々木理事から、９月１７日開催の懲

戒審査委員会の審議結果について説明があった。 

議題１ 教員の懲戒に係る審査資料（取扱注意・回収資料） 
議題２ 令和２年度学年暦について 
議題３ 岩手大学ビジョン 2030について 
議題４ 教育研究施設等の見直しに伴う規則の制定改廃について 
議題５－１ 岩手大学教員の任期に関する規則を廃止する規則（案） 
議題５－２ 国立大学法人岩手大学テニュア・トラック制に関する規則の一部改正につい 

て（案） 
報告１－１ 国立大学法人岩手大学リスクマネジメント指針 
報告１－２ 地震対応の手引き（２０２０年１０月１日改訂版） 
報告２－１ 教員人事に関する報告について（教育学部） 
報告２－２ 教員人事に関する報告について（教育学部） 
報告２－３ 教員人事に関する報告について（理工学部） 
報告２－４ 教員人事に関する報告について（農学部） 
報告３ 役員会報告（第５２７回～第５２８回） 
報告４ 経営協議会報告（第７２回） 
報告５ 学長・副学長会議報告（第１８３回～第１８６回） 

報告６ 岩手大学危機管理委員会（第１５回～第１９回）議事録 

報告７ 令和２年度入試委員会（第３回）記録 

報告８ ①令和３入学試験実施状況【学部（編入学）】 

②令和２年度（2020年度）入学試験実施状況【大学院・10月入学予定分】 

③令和３年度（2021年度）入学試験実施状況【大学院】 

報告９ 令和２年９月卒業生及び修了生について 
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学長から、懲戒審査委員会の報告に基づき、本会議において懲戒処分の審査をする必

要があることを述べた後、学長案として本人に交付する「審査説明書（案）」の提案が

あり、審議の結果、提案のとおり了承した。 
なお、学長から、審査説明書交付後２週間以内に本人から申請される陳述の有無を踏

まえて、次回教育研究評議会において処分及び量定の審査を行うとの発言があった。 
 

２．令和２年度学年暦について 

学長から、令和２年度学年暦について、９月１０日開催の学部長・研究科長会議におい

て先行して審議した旨が述べられ、次いで、喜多理事から、資料に基づき、後期期間中の

学年暦の変更点について説明があった。 

審議の結果、原案のとおり了承された。  

 

３．岩手大学ビジョン2030について 
学長から、継続審議となっている岩手大学ビジョン2030について、来月の本会議にお

いて「ミッション、ビジョン及び目標」を取りまとめ、文部科学省から第４期の中期目標・

中期計画の策定指示が届いた後に「戦略及び具体的な取組」を進めていく予定であるので、

本日は、「ビジョン及び目標」についてご意見を頂きたいとの依頼があった。 

次いで、種々意見交換が行われ、「ビジョン2030」は、基本的には岩手大学の構成員に

向けて発信するものではあるが、外部に公表する本学の取組等の元となることにも留意

して内容を検討して行くことを確認した。 

学長から、さらに意見がある場合には戦略企画・評価分析室へお知らせ頂きたいとの発

言があった。 

 

４．教育研究施設等の見直しに伴う規則の制定改廃について 
学長から、教育研究施設等の見直しに伴う規則の制定改廃について諮る旨が述べられ、

法人運営部長から、資料に基づき説明があった。初めに、７月３０日開催の本会議及び役

員会で了承した岩手大学学則の改正内容について確認があり、次いで、教育研究施設等の

見直しに伴う規則の制定改廃について説明があった。 
外国語教育などの国際教育カリキュラムの立案、国際交流協定に関する審議及び大学

院に関する任務を担う機関について質問があり、教務委員会、国際交流委員会及び国際教

育センターの審議事項について再度確認し、審議の結果、原案のとおり了承された。  
 

５．岩手大学教員の任期に関する規則を廃止する規則（案）の制定等について 
  学長から、岩手大学教員の任期に関する規則を廃止する規則（案）の制定等について審

議する旨が述べられ、次いで、法人運営部長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、

原案のとおり了承された。 
  なお、教育研究施設等に所属している任期付教員が担当する学部授業への対応につい

て質問があり、学務課専門教育グループを通じて調整を行うことを確認した。 
 

６．その他 
  なし 
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報 告  
１．岩手大学リスクマネジメント指針等の改正について 
  藤代理事から、資料に基づき、岩手大学リスクマネジメント指針等の改正について報告

があり、今後は、特に研究におけるリスクマネジメント部分などを充実させていく予定で

あるとの説明があった。 

 
２．教員人事に関する報告について 
教員人事について、資料に基づき、教育学部長から２件、理工学部長から１件及び農学

部長から１件の報告があった。 
 
６．危機管理委員会報告について 
学長から、資料に基づき、７月及び８月中に開催した岩手大学危機管理委員会（第１５

回～第１９回）の審議内容について報告があった。 
 
３．役員会報告について 
４．経営協議会報告について 
５．学長・副学長会議報告について 
７．入試委員会報告について 
８．入試結果の報告について 
９．令和２年９月卒業生及び修了生について 
  資料のとおり。 
 
10．その他 
なし 

 
最後に、学長から、次回の教育研究評議会を、定例の１０月２２日（木）の１５時から開

催することが述べられた。 


